
町内中小企業者の設備投資・省エネ設備の導入を支援します

（注）業種は、日本標準産業分類（平成２１年総務省告示第１７５号）の大分類の規定によるものとする。

お問い合わせ　　上ノ国町商工会（☎５５－２１２１）

業　種 種　別 従業員数（役員等除く） 補助金上限額 備　　考
製造業 法　人 ６人以上 15,000千円
小売業 ６人未満 2,500千円

個　人 ６人以上 5,000千円
６人未満 2,500千円

卸売業

法　人 ６人以上 10,000千円林業
サービス業
飲食業 ６人未満 2,500千円
宿泊業 個　人 ６人以上 5,000千円
旅客自動車運送業 ６人未満 2,500千円

　町では、町内中小企業者のうち、製造業・小売業等を営む事業者を対象として、生産性向上に資する設備
の導入や省エネ対策に資する設備の導入に対して補助します。
　補助対象者は、①本社、かつ、事業所が町内にあること②１年以上事業を営んでいることが条件です。　
　補助金額は対象経費の１／２以内で、対象業種・上限額は次のとおりです。

　補助対象事業は、生産性向上に資する設備（有形減価償却資産：建物、建物付属施設、機械及び装置、
運搬具等、工具、器具及び備品）及び省エネ対策に資する設備となります。
※ただし、土地、解体・撤去並びに修繕・補修に要する経費は除きます。

（1）主たる事業が漁業、農業、医療、介護並びに風俗営業
等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年
法律第122号）第2条の風俗業に該当する場合は除く。

（2）６人未満の補助金上限額は、次の用途ごとにそれぞ
れの額とする。

　建物等：1,500千円
　設　備：1,000千円

●平成28年４月１日から原動機付自転車および二輪車、小型特殊自動車に係る軽自動車税が次のとおり改正されます。

●平成27年４月１日以降に最初の新規検査（車検証の初年度検査年月）を受ける軽三輪車及び軽四輪車
　並びに最初の新規検査から13年を経過した軽三輪車及び軽四輪車の税率を、平成28年度から引き上げます。
　(平成27年３月31日までに最初の新規検査を受けた車両については、最初の新規検査から13年経過するまでは税率の変更はありません。）

●平成27年４月１日から平成28年３月31日までに新規登録した軽四輪車等は下表に該当する場合、
　平成28年度の税額を軽減します。(グリーン化特例)

お問い合わせ：財政課税務グループ

車　両　の　種　類 現　行 平成28年度～

原動機付き自転車
50cc以下 １, ０００円 ２, ０００円
50cc超90cc以下 １, ２００円 ２, ０００円
90cc超125cc以下 １, ６００円 ２, ４００円
ミニカー ２, ５００円 ３, ７００円

二輪軽自動車 125cc超250cc以下 ２, ４００円 ３, ６００円
二輪小型自動車 250cc超 ４, ０００円 ６, ０００円
小型特殊自動車 農作業用 １, ６００円 ２, ０００円

その他 ４, ７００円 ５, ８００円

車　両　の　種　類 平成27年3月31日
までの登録車

平成27年4月1日
以降の登録車

登録後13年
経過した車

四輪軽自動車
乗　用・自家用 ７, ２００円 １０, ８００円 １２, ９００円
乗　用・営業用 ５, ５００円 ６, ９００円   ８, ２００円
貨物用・自家用 ４, ０００円 ５, ０００円   ６, ０００円
貨物用・営業用 ３, ０００円 ３, ８００円   ４, ５００円

三輪軽自動車 ３, １００円 ３, ９００円   ４, ６００円

軽　乗　用　車
対　象　車 内　容

電気自動車 税率を概ね75%軽減
平成32年度燃費基準+20%達成車 税率を概ね50%軽減
平成32年度燃費基準 税率を概ね25%軽減
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